
【標準的な手続の進行】           和歌山弁護士会紛争解決センター

民事に関する紛争

申立希望者に対する説明

和解あっせん申立
仲裁申立

（仲裁合意）

受理 受理

和解あっせん人，

和解あっせん人補助者

の選任

第１回期日指定

仲裁人，

仲裁人補助者

の選任

第１回期日指定

申立人に対する通知 相手方に対する通知 当事者に対する通知

相手方に対する説明

相手方の応諾

第１回～第Ｘ回期日 仲裁合意による仲

裁手続への移行
第１回～第Ｘ回期日

和解勧試 審理終結

和解成立

和解成立

和解決定

申立の取下げ

相手方の離脱

終了宣言

申立の取下げ

申立の却下

終了の合意 など

和解契約書作成

成立手数料納付

和解契約書送達

仲裁判断書作成

仲裁判断書送達

当事者双方

の申立なし
当事者双方

の申立あり

申立書等の提出 

申立手数料 10,000

円及び消費税相当額


